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令和８年度宮古島市拠点型子どもの居場所の運営事業業務委託 企画提案募集要項 

 

                       

                   宮古島市こども家庭局家庭保健課 

   

 

 

【１】事業の趣旨、事業概要について 

１．事業の目的 

 本事業は、生活が困窮している子育て世帯の子どもであって、不登校や引きこもり等により手厚い支

援を要する世帯に対し、ソーシャルワークを行うとともに、生活支援や食事の提供、キャリア教育を行

うための居場所の提供、意欲喚起や学習意欲の向上等への支援で、自己肯定感を高め将来的に自立でき

るよう子どもの居場所の設置を推進する事を目的とする。 

 

２．事業の概要 

 （１）事業名 

   宮古島市拠点型子どもの居場所の運営事業業務委託 

 

 （２）事業の内容 

   別紙「宮古島市拠点型子どもの居場所の運営事業業務委託仕様書」（以下、「仕様書」とい

う。）のとおり。 

 

 （３）委託期間 

   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

開所日は、原則月曜日から金曜日とし、開所時間は午後２時～午後９時とする。 

※休業日については、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、慰霊の日、年末

年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）とする。ただし、休業日及び開所時間に関しては、

市長が特に認めるときは変更することができる（企画提案による）。 

 

 （４）実施場所 

    宮古島市内（平一・南・北・東・久松・鏡原学区） １箇所  

 

 （５）委託料（見積もり限度額） 

    宮古島市拠点型子どもの居場所の運営支援事業 

26,301,552円（消費税及び地方消費税を含む、上限価格） 

 

  事業費の算出に当たっては、下記の内容に注意すること。 
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① 宮古島市内に場所を確保するための事務所借り上げにかかる費用（敷金・礼金・家賃等）を含

む。 

② 子どもの居場所には、事業を担当する責任者として、居場所管理者１名のほか、利用人数に応じ

て、必要な支援員を配置すること。ただし、支援員は、子どもに寄り添いながら支援を行える者

とする。※人件費には、報酬（賃金）のほか、社会保険料（雇用保険料、労働保険料等）に係る

事業主負担分を含む。 

③ 本事業により必要となる機械・器具等については、リース又はレンタル料で積算する。 

④ 通信運搬費、光熱水料、消耗品、印刷製本費も積算すること。 

⑤ 送迎用車両もリース料で積算すること。 

⑥ キャリア形成支援活動のバス賃借もリース料で積算すること。 

⑦ 食事の提供は月曜日から金曜日までとし｛必要に応じて最低限度の食事（軽食）の提供を行うこ

と。購入でも可｝積算すること。 

   ※食中毒等の事故が発生しないように十分な対策を講じること。 

⑧ 一般管理費は、人件費及び事業費の10％以内とする。  

⑨ 利用者の受入人数の目安は１日５名～１０名程度とし、必要に応じてそれ以上も受け
入れること。 

   ※支援対象者は主に、生活困窮状態にある小学生・中学生を対象者とする。 

 

 （６）その他 

① 自立に向けた意欲喚起や学習意欲の向上を図るとともに、心のケアの支援も行うこと。 

② 本事業の遂行にあたっては、委託者である宮古島市と連携を密にして作業を進め、疑義が生じた

場合は、委託者、受託者双方が協議をして、これを処理すること。 

③ 本事業の遂行にあたり知り得た情報について、外部への漏えいがないようにすること。また委託

者である宮古島市が提供する資料等を許可なく第三者に提供したり、目的以外に使用しないこ

と。 

④ 本事業の履行にあたって、クレーム等が生じた場合、速やかに宮古島市に報告するとともに、迅

速かつ誠実な対応を行うこと。 

⑤ 業務の実施にあたっては法令を遵守すること。 

 

【２】企画提案への応募について 

１．応募資格 

 本事業を効果的かつ効率的に実施することができる法人・団体で、次に掲げる全ての要件を満たすも 

 のとする。 

① 宮古島市に営業所等を有する又は有することが可能な法人・団体であること（ＮＰＯ法人、一般

社団法人、財団法人、会社等も含む）。 

② 実施できる規模のスタッフ（支援員等）を確保し、事業を的確に遂行できること。 

③ 本事業の趣旨を十分に理解した上で宮古島市と目的を共有し、互いに尊重して連携・役割分担を
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行いながら委託業務を実施できること。 

④ 収支決算書及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。 

⑤ 雇用契約書、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること。 

⑥ 個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講じており、「個人情報の保護に関する法律(平成

１５年法律第５７号」「各省庁が作成した個人情報保護法に関するガイドライン」「宮古島市個

人情報保護法施行条例」を遵守することができること。 

⑦ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に掲げる

暴力団の構成員等でないこと。 

⑧ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の規定する者に

該当しないこと。（契約を締結する能力を有しない者、破産手続きの決定を受けている者等） 

⑨ 市税及び消費税を滞納していないこと。 

⑩ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく構成手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年

法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てをしていない者であること等、経営状態が著し

く不健全な者でないこと。 

 

２．選考スケジュール 

 公募から事業者選定までのスケジュール（概要）は次のとおりとする。 

内 容  期 間 等 

公募の公表(マスコミ発表) 令和７年 12 月 23 日（火）ホームページ、マスコミ等に周知する。 

質問票の受付期間 公募開始～令和 8年 1 月 5日（月）午後３時まで 

※メール送信後「こども家庭局家庭保健課」に送信確認の電話をすること。 

質問票への回答 令和８年 1月 9 日（金）までに回答 

※質問の回答は全ての参加申込者あてにメールで回答する。 

参加申込書の提出期限 令和８年 1月 15 日（木) 午後 3時まで 

企画提案書等の提出期限 令和８年 1月 15 日（木）午後 3時まで。 

プレゼンテーション・ヒア

リング 

令和８年１月 22 日（木） 

宮古島市役所 2 階会議室②  

審査結果の通知 令和８年 1月 23 日（金）に通知する予定。 

 

３．質問事項の受付 

 （１）質問期間及び方法 

  公募開始から令和８年１月５日（月）午後３時まで 

 （様式４）質問票にて「こども家庭局家庭保健課」あてにメールで提出すること。 

  ※メールアドレスについてはお問い合わせください。 

 

 （２）質問回答方法及び回答日 

 質問票への回答は、令和８年１月９日（金）までに、全ての参加申込者あてにメールにて回答する。 

 ※具体的な質問等について、電話での回答はできません。メールでの質問をお願いします。 
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４．参加申し込み 

 （１）受付期間 

  公募開始から令和８年１月１５日（木）午後３時まで 

 （２）提出方法 

 「こども家庭局家庭保健課」まで持参及び郵送により提出。 

  ※提出の際は、事前に「こども家庭局家庭保健課」に連絡すること。 

 

 （３）提出書類 

 提出書類は次の表のとおり。 

 提出書類は全て片面印刷で、日本工業規格によるＡ４判の規格で製本（ファイル等で綴じる）し、 

正本１部、副本１部提出すること。 

①公募参加申込書 ２部 指定様式による（様式１） ※代表者印を押印 

②登記事項証明書または 

 登記簿謄本 

２部 申込日の３ヶ月以内に発行されたもの 

③定款の写し ２部  

④役員名簿 ２部  

⑤納税証明書 ２部 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書、 

直近２ヶ月分の市町村民税ならびに固定資産税 

（納税義務がなければ提出不要） 

⑥財務諸表 ２部 直近の決算時のもの（あれば提出） 

⑦業務経歴書 ２部 指定様式による（様式２） 

⑧誓約書 ２部 指定様式による（様式３） 

 

５．企画提案書の提出 

 （１）受付期間 

 公募開始から令和８年１月１５日（木）午後３時まで 

 

 （２）提出方法 

 「こども家庭局家庭保健課」まで持参、または郵送（必着）により提出。 

  ※提出の際は、事前に「こども家庭局家庭保健課」に連絡すること。 

 

（３）提出書類 

 提出書類は次の表のとおり。 

 提出書類は全て片面印刷で、日本工業規格によるＡ４判の規格で製本（ファイル等で綴じる）し、正 

 本１部、副本１１部提出すること。 
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① 企画提案書 １２部 指定様式による（様式５）の項目毎に企画の概要を記入

する。※適宜拡張して（ページ数を増やして）記載する

こと。 

② 見積書 １２部 税込金額で記入すること。様式６を基本に任意で作成し

ても構いません。※代表者印を押印 

③ 従事予定者調書 １２部 指定様式による（様式７） 

 ※提出された書類は返却致しません。 

 ※企画提案に係る経費については応募者の負担とする。 

 

６．プレゼンテーション 

 子どもの居場所の運営事業業務委託企画提案を実施する。但し、採点は下記の「７．選定の方法」 

  に基づき個別に行い、各事業の予定候補者順位を決定する。 

 

（１） 日にち及び場所 

① 日時：令和８年１月２２日（木） 

② 場所：宮古島市役所２階会議室②  ※変更がある場合には電話にて連絡します。 

 

（２）プレゼンテーション実施方法 

① １事業者あたりの時間：概ね２５分とする。（説明１５分、質疑１０分） 

② プレゼンテーションの方法 

 ・当日は、事前に提出した企画提案書等の資料をもとに口頭によるプレゼンテーションを行うものと 

  し、追加提案や追加資料の配布は認めない。 

 ・プレゼンテーションの出席者は２名以内とする。 

・プレゼンテーションは、配置予定管理責任者又は配置予定職員が主体的に行うこと。 
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（３）評価基準 

 

 

７．選定方法 

① 参加申込の際に提出された書類等に基づく審査後、企画提案内容のプレゼンテーション、ヒアリ

ング等を実施し、宮古島市子どもの居場所の運営事業業務委託事業者選定委員会において審査を

行い、予定候補者順位を決定する。 

② 委員ごとに選定基準表に示す項目ごとに採点し、その合計点が高く、且つ総合配点の50％以上の

団体を予定候補者に選定する。 

③ 委員ごとに選定基準表に示す項目ごとに採点し、その合計点が同点の場合は、評価項目のうち指

定する項目の点数が高い者を優先する。それでもなお同点の場合には、経費見積書の見積価格が

より低い者を予定候補者に選定する。 

 

 

８．選定結果の公表 

 選定結果については、令和８年１月23日（金）に通知する。選定の理由、選定結果に対する 

 問い合わせには応じない。 
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９．契約締結等 

（１） 契約期間：契約を締結した日から令和９年３月３１日 

（２） 受託者の決定後、業務委託仕様について受託者と協議の上、契約に必要な書類を揃え、契約を

締結する。 

 

１０．参加事業者の失格 

 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 応募に係る提出書類の提出日、提出場所、提出方法等が本企画提案募集要項に適合しない場合 

② 「応募資格」の要件を満たさなくなった場合 

③ 見積書が見積もり限度額を超えている場合 

④ プレゼンテーションに参加しなかった場合 

⑤ 選考の公平性を害する行為があった場合 

⑥ 前各号に定めるものの他に、提案にあたり著しく信義に反する行為等、選定委員会委員長が失格

であると認めた場合 

 

１１．その他留意事項 

① このプレゼンテーションに参加する費用は全て参加申込者の負担とする。 

② 提出書類の提出後の修正または変更は一切認めない。 

③ 提出書類の「従事予定者調書（様式７）」に記載の配置予定者がやむを得ない事情により交代す

る場合は、宮古島市と協議し承認を得ること。 

④ 提出された書類等は返却しない。 

⑤ 提出書類の著作者は参加する事業者に帰属する。ただし宮古島市がこの公募結果の報告、公表等

の為に必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

⑥ この公募に係る情報公開請求があった場合は、宮古島市情報公開条例に基づき判断する。 

⑦ 「４．参加申し込み」後に辞退する場合は辞退届（様式８）を提出すること。 

 

１２．応募に関する問い合わせ先 

 〒９０６－８５０１ 

 沖縄県宮古島市平良字西里１１４０番地 

 宮古島市役所 こども家庭局家庭保健課 

 家庭支援係 担当：下地 静華、下地 正通 

 電 話：０９８０－７９－９７１８ 

 ＦＡＸ：０９８０－７３－１９８４  

 

 


